
【記 入 例】

現在認定を受けていない場合は『新規』、認定を受けている場合は『更新』に○をつける

◎太枠内のみをボールペンで記入してください。 小

◎生活保護世帯の方は申請の必要はありません。 中

（あて先）五島市教育委員会教育長 令和　6 年　４月　１日

申請者（保護者）

住　所 五島市　福江 町 １ 番地 １

氏　名 五　島　　太　郎 ㊞ 五島　　銀行･金庫･組合 福江 支店

電話番号 090-1234-5678 （自署の場合は押印不要） 普通預金 第 0123456 号

　　※お持ちの方は、できるだけ携帯電話番号も記入してください。
カタカナ

【申請理由】　該当する項目すべてに○をしてください。 口座名義

（a）生活保護が廃止された。 （b）児童扶養手当を受けている。 （c）市民税が減免された。

（d）固定資産税が減免された。 （e）国民健康保険税が減免された。

（f）市民税が非課税である。または、世帯全員の収入が非常に少ないため、生活が苦しく、学用品等に不自由している。

（g）個人事業税が減免された。 （h）国民年金の掛金が減免された。

（j）職業安定所登録の日雇労働をしている。

　　 特別の事情（申請理由（j）に該当する場合などは、具体的な内容と生活状況を記入してください。）

全員分押印必要
（認印可）
この押印をもって
担当職員が税情報
を閲覧し認定審査
を行います

㊞ 続柄 生年月日 年齢

1 五　島　　太　郎 父 S51･4･6 47

2 五　島　　花　子 母 S53･4･8 45

3 五　島　　一　郎 子 H21･12･12 14

4 五　島　　椿 子 H29･4･25 6

5 　・　・

6 　・　・

7 　・　・

8 　・　・

9 　・　・

10 　・　・

✓

✓
□

□
オンライン学習通
信費の支給に必要
な項目になるた
め、該当する箇所
にチェック記入。
申請希望の場合、
署名まで（自署の
場合押印不要）。

家庭にインターネット通信環境がない。

　オンライン学習通信費の支給に際し、教育委員会よりインターネット契約書等の提示を求められた場合、

情報提供を行うことについて同意します。また、契約状況に疑義が生じた場合、教育委員会が契約会社へ

調査を行うことについて同意します。

　　　　　　　　　　　※申請者が署名してください。 署名　　　　五 島　太 郎　　

オンライン学習に伴う自宅のインターネット通信環境について・同意書

家庭にインターネット通信環境（Wi-Fi、テザリング等）がある。
契約会社名 契約開始日

○○株式会社
令和　6年　４月以前

令和　6年　５月以降　➡　　　　月から

提出する日
を記入する

必ずカタカナ
で記入する
（申請者名義に限る）

振込先口座情報（申請者名義に限る）

ゴトウ　タロウ

氏　　　名

五島商店

無職

　私並びに私と住民基本台帳を同一にする者は、学校教育法第１９条および「要保護及び準要保護児童生徒の認定について（昭和
３８年１月１８日付け文初財第５７号）」に準ずる準要保護児童生徒認定のために下記事項について、教育長が調査することに同
意します。
①所得課税状況に関すること･･･合計所得、扶養人数、各種控除（社会保険料控除・障害者控除・生命保険料控除・地震保険
　　　　　　　　　　　　　　 料控除）、市民税課税の有無
②住民基本台帳に関すること･･･氏名、通称名、性別、生年月日、世帯主名、続柄、現住所、異動事由、異動年月日、異動届
　　　　　　　　　　　　　　 出日、住民となった年月日・事由、住民でなくなった年月日・事由、世帯番号
③児童扶養手当受給状況に関すること

五　島

（j）以上のほか,災害等特別の事情により生活が苦しく学用品等に不自由している。

（例）母親は無職、生計維持者である父親が△△病により△△年△月より長期療養のため収入が大幅に減った。

家庭の状況（同一世帯の家族全員を記入する）・同意書

五島中学校　３年

五島小学校　１年

職業・勤務先または学校名・学年

不認定
認定
年月

※教育委員会記入欄
認定
理由

　　　年　　　　月

記入前に必ず、申請書裏面の注意書きをお読みください。

j に○を付けた
場合は具体的
に記入する

申請年度の学年
を「△△小学校△
年」と記入する

該当する項目
すべてに○を
付ける

学校学校名

※前年度と変更がない場合および
　通帳の写し提出の場合は記入不要

五　島

令和6年度　就学援助申請書（新規・更新）（兼　世帯票・委任状・同意書・口座振込依頼書）

　就学援助を次の理由により受けたいので申請します。
　なお、就学援助費は右の口座に振り込んでください。ただし、就学援助費のうち、修学旅行費及び医療費（通院費）は請求・受
領権を校長に委任しますので、校長に支払ってください。
　また、学校給食費と医療費は、学校給食会または医療機関・薬局へ直接支払ってください。


